
   
 

  
令和３年 12 月 22 日 

大 臣 官 房 会 計 課 

 

 

 

 

令和４年度予算大臣折衝について 

 

 

本日行われました令和４年度予算大臣折衝の結果について 

お知らせします。  

 

 

 

                     

 

【お問い合わせ先】 
道路局 
総務課 企画官 松平        代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ３７１０２） 

直通 ０３－５２５３－８４７３ 
                   FAX ０３－５２５３－１６１３ 
  企画課 企画専門官 川村     代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ３７５２２） 
                  直通 ０３－５２５３－８４８５ 
                  FAX ０３－５２５３－１６１８ 

 
自動車局 
総務課 企画官 渡眞利 代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ４１１０２） 

直通 ０３－５２５３－８５５８ 
FAX ０３－５２５３－１６３６ 

保障制度参事官室 課長補佐 齊藤  代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ４１４０２）

重見 直通 ０３－５２５３－８５７７ 
FAX ０３－５２５３－１６３８ 

 

 



 
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 度 予 算 

大 臣 折 衝 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月２２日 

国 土 交 通 省 



令 和 ３ 年 12 月 22 日 

国 土 交 通 省 

 

 

令和４年度予算大臣折衝の結果 

 

 

 

○通学路の交通安全確保に向けた個別補助制度の創設 

 

認められた。 

 

 

○一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し 

 

                 認められた。 

 



通学路の交通安全確保に向けた個別補助制度の創設 

 

○ 令和３年６月２８日、千葉県八街市において、下校中の

小学生の列にトラックが衝突し、５名が死傷する痛ましい

交通事故が発生した。 

 

○ この事故を受けて、「通学路等における交通安全の確保

及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策（令和３年８月４日関

係閣僚会議決定）」に基づく通学路合同点検が実施されて

いるところ。 

 

○ 点検により抽出された対策必要箇所における交通安全

対策について、速度規制や通学路の変更などソフト面での

対策を組み合わせつつ、可能なものから速やかに実施する

こととなっている。 

 

○ これらに対して、早急に対策を実施できるよう、地方に

対して集中的に支援することを可能とする個別補助制度

を創設することを要求。（令和４年度予算：５００億円） 

 

○ 折衝の結果、財務大臣より、要求どおり認められること

となった。 



通学路における交通安全対策に係る
個別補助制度（交通安全対策補助制度（通学路緊急対策））の創設

■ 交通安全対策補助制度（通学路緊急対策）の創設 通学路緊急対策

通学路合同点検の結果、抽出された対策必要箇所に
おける道路管理者による交通安全対策が対象

通学路合同点検に基づき、ソフト対策の強化と合わせて実施する交通
安全対策に対し、計画的かつ集中的に支援 [補助期間：５年程度(R4～)]

○ 千葉県八街市における交通事故を受けて実施した通学路合同点検に基づき、ソフト対策の強化とあわせて実施す
る交通安全対策について、計画的かつ集中的な支援を可能とする個別補助制度を創設する。（令和４年度予算：５００億円）

通学路合同点検の状況
道路管理者による対策

関係機関等によるソフト対策

【 市道路管理者】

物理的デバイスの設置

【市道路管理者】
歩道・防護柵の整備

【県道路管理者】
右折レーンの整備
（通り抜け車両の抑制）

【小学校】
通学路の変更

【ボランティア】
見守り活動

【警察（公安委員会）】
時間帯車両通行禁止

【警察（公安委員会）】
速度規制・取り締まり

歩道・防護柵の整備

対策前 対策後

右折レーンの整備（渋滞解消→通り抜け車両の抑制）

対策前 対策後

○ 令和3年6月28日、千葉県八街市において、下校中の小学生の列にト
ラックが衝突し、５名が死傷する痛ましい交通事故が発生。

○ この事故を受けて、「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転
の根絶に係る緊急対策（令和３年８月４日関係閣僚会議決定）」に基づ
く通学路合同点検を実施。

○ 点検により抽出された対策必要箇所における交通安全対策について、
速度規制や通学路の変更などソフト面での対策を組み合わせつつ、可
能なものから速やかに実施することとなっており、早急に対策を実施でき
るよう地方公共団体に対して計画的かつ集中的な支援が必要。

対策必要箇所の抽出には、ETC2.0により得られる
ビッグデータやヒヤリハットマップ等も活用

※地方公共団体が実施する交通安全対策については、従前、主に防災・安全交付金により支援

物理的デバイス（スムーズ横断歩道※）の設置

対策前 対策後
※横断歩道部の盛り上げ（ハンプ） →横断箇所の認識向上＋進入速度抑制



一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し 

 

○ 平成６年度及び平成７年度に自動車損害賠償責任再保

険特別会計（現・自動車安全特別会計）から一般会計に繰

り入れられた繰入金の残額については、財務大臣と国土交

通大臣との間の覚書により、令和４年度までに一般会計か

ら自動車安全特別会計に繰り戻すこととされている。 

 

○ このため、折衝においては、自動車安全特別会計におけ

る被害者保護増進事業等について所要の充実を行うとと

もに、繰戻しを増額し、あわせて、令和４年度の繰戻額の

水準を踏まえ、引き続き、被害者保護増進事業等が安定的・

継続的に将来にわたって実施されるよう繰戻しを継続す

ることを要求。（令和４年度予算：５４億円） 

 

○ 折衝の結果、財務大臣より、要求どおり認められること

となった。 



一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し 概要

年度 繰入額

平成6年度 8,100億円（当初）

平成7年度 3,100億円（当初）

年度 繰戻額

平成8年度 1,544億円（補正）

平成9年度 808億円（補正）

平成12年度 2,000億円（当初）

平成13年度 2,000億円（当初）

平成15年度 569億円（補正）

～ ～

平成30年度 23億円（当初）

令和元年度 37億円（当初）

12億円（補正）

令和２年度 40億円（当初）

８億円(補正)

令和3年度 47億円（当初）

８億円(補正)

令和４年度 ５４億円（当初）

自動車安全特別会計

繰入額
11,200億円

令和３年度
までの繰戻額
7,0９８億円

一般会計

○ 一般会計に繰り入れた１兆1,200億円について、約6,000億円が繰り戻されていない状況。

○ 毎年度の繰戻額は、法律や大臣間合意に基づき、財務省及び国土交通省が協議の上、決定。

○ 令和４年度当初予算において、繰戻額は５４億円に増額。

政府保障事業
（ひき逃げ・無保険車による
事故被害の救済）

被害者支援（療護施設の設置・運営 等）

事故防止（ASV(先進安全自動車)の導入補助等）

5,4６６億円
（繰入残高）

■ 自動車事故対策勘定 ■ 保障勘定

繰入残高6,0０6億円(令和３年度末見込み)

元本 4,848億円

利子相当額 1,1５８億円

539億円
（繰入残高）

剰余金
6１０億円

積立金
1,5０4億円

令和４年度
繰戻額
5４億円

新たな大臣間合意のポイント


